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木質バイオマス発電事業の契約上の法的留意点
～バイオマス燃料調達契約と資金調達の視点から～ 

講師 江
え

口直
ぐ ち な お

明
あ き

 氏 
 
ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 
金融グループ代表  弁護士 

日時 平成３０年３月２３日（金）午後１時３０分～午後４時３0 分 
本年度の調達価格等算定委員会では、２０１７年３月末に駆け込みで１２ＧＷに膨れ上がった、バイ

オマス発電の見做し事業認定が問題視され始めました。昨年設定された３年分の長期価格設定も見直し
の対象になっています。バイオマス発電は太陽光や風力と異なり、燃料は自前で調達してこなければな
りません。バイオマス発電事業の成功のカギはいかに安定した価格で確実にバイオマス由来の燃料を確
保できるかにあります。バイオマス燃料の供給側である山側の認識とバイオマス燃料の需要側である発
電所側の認識にはかなりのギャップがあり、プロジェクト・ファイナンスに耐えうるバイオマス燃料長
期売買契約が締結できていない案件が散見されます。２０１６年４月からの電力小売完全自由化を踏ま
え、自前電源としてバイオマス発電の重要性が高まってきています。またＣＯＰ２１を受けてバイオマ
ス混焼の機運が高まっています。 
本講義では、改正再エネ法を踏まえて、再生可能エネルギーの全量買取制度の最新の動きを解説した

後に、バイオマス燃料調達契約について重点的に解説します。特に海外のバイオマス燃料の生産者から
バイオマス燃料を長期安定的に購入する調達契約を解説します。また、具体的にプロジェクトを遂行す
るためには、土地賃貸借契約、売電契約、建設契約（ＥＰＣ）、運営契約（Ｏ＆Ｍ）、性能保証、保険契
約、プロジェクト・ファイナンスの融資契約・担保契約などさまざまな契約書を作成・交渉しプロジェ
クトを組成していく必要があり、各契約書作成の注意点を検討します。さらに資金調達方法としてプロ
ジェクト・ファイナンスを考える場合の視点も織り込んでいきます。 

１．全量買取法をめぐる最近の動き 
～ 改正再エネ法成立 太陽光から風力・バイオマスへ 

２．電力小売自由化と自前電源の重要性 

３．火力発電に係る判断基準ＷＧの動き 

４．環境省と経産省の対立、バイオマス混焼比率のアップ 

５．バイオマス認証 

６．バイオマス供給契約 
（ａ）契約期間       （ｂ）契約価格       （ｃ）品質  

（ｄ）供給義務と供給できない場合の損害賠償、スポンサーサポート  

（ｅ）解約権の制限  

７．各種契約  
（ａ）土地賃貸借契約  （ｂ）建設契約（ＥＰＣ） （ｃ）運営契約（Ｏ＆Ｍ） 
（ｄ）性能保証       （ｅ）保険契約      

８．再生可能エネルギーのプロジェクト・ファイナンス  

９．スポンサーサポート契約 
   
【講師紹介】 
ベーカー＆マッケンジー法律事務所の銀行・金融部門のリーダー 
取扱バイオマス案件：吾妻木質バイオマス発電（13MW）、向浜バイオマス発電（20MW）、太陽光発電案件： 丸紅大分６号地
82 を初めとして 100 件超、2000 MW 超のプロジェクトファイナンスを支援、複数の 2MW 以下案件のバンドリング、ＴＫ-ＧＫスキー
ム、屋根貸し案件、風力案件：北海道幌延、北海道さらきとまない、北九州響灘、青森県六ヶ所村、愛媛県三崎町、秋田県八
竜、石川県輪等 150 MW 超のプロジェクトファイナンス、FIT 法の下での風力発電は 9 件、120MW 超。 
その他取扱環境エネルギープロジェクトファイナンス及びＰＦＩ案件 ：バイオエタノール・ ジャパン関西（株）、黒部市下
水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営ＰＦＩ、福岡クリーンエナジー廃棄物処理及び発電、福山ＲＤＦ発電、東京臨海リ
サイクル発電、横浜市消化ガス発電ＰＦＩ、埼玉県彩の国廃棄物、堺市資源循環型廃棄物処理施設ＰＦＩ、その他廃棄物ＤＢＯ
案件多数、海外売主との長期バイオマス調達契約のアドバイス、自家所有水力発電所や火力発電所の会社分割によるファンド
への売却と売電契約。  
略歴：1986 年一橋大学法学部卒業、1988 年東京弁護士会登録、1992 年ロンドン大学（UCL）法学修士（国際ビジネス法）取
得、1993 年ベーカー＆マッケンジーロンドン事務所勤務、内閣府ＰＦＩ推進委員会専門委員（2010 年～）、国土交通省空港運営
のあり方に関する検討会委員（2011 年）。 
主な論文：「日本におけるプロジェクト・ファイナンスの立法課題」（ジュリスト 1238 号）、「アジアにおけるプロジェクトファイナンス」
（OKAJI）他。                                                                 ※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。          

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方は、お申込をご遠慮願います。 

 ■主催  金融財務研究会                     
      h t t p : / / w w w. k i n y u . c o . j p  

Facebook：http://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：http://keichoken.blogspot.com/ 
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 平成３０年３月２３日（金） 
１３：３０ ～１６：３０ 
 

茅 場 町 ･グ リ ン ヒ ル ビ ル 

金融財務研究会本社 セミナールーム 
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  
６番出口より徒歩１分  

（開場は開演の３０分前です。）  

１名につき３４ ,６００円  

（消費税、参考資料を含む）  

１社２名以上同時に参加お申込みいた  

だいた場合、お２人目から１名につき２９ ,０００円。追加申込みの場合
はその旨ご記入下さい。  
 
金融財務研究会   ホームページ http://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005 
 
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日
ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料
でご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の
時は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。 )  

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  

セミナーのご案内等に使用します。  

普通預金 口座名  (株)金融財務研究会  
 
三菱東京UFJ銀行 本   店  1642356 三井住友銀行  本店営業部  7397637 

三菱UFJ信託銀行 本   店  2818151 みずほ銀行  東京営業部  1427715 

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行  東京営業部  1693669 

      
  

切らずにこのままお送り下さい  
  

 
 
 
木質バイオマス発電事業の契約上の法的留意点    

３／２３  

 
参加申込書 

FAX 03-5695-8005 
 
 
平成３０年  月     日  

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 0543（Law-300543）                     

会 社 名  

TEL 

FAX 
 
E-Mail 

所 在 地  
〒  

参加者ご氏名  部課名  

〃   〃   

〃   〃   

〃   〃   

書類送付先  

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                   部課名  

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 

 


